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根拠法  独立行政法人家畜改良センター法（平成 11 年法律第 185 号） 

主務府省 農林水産省生産局畜産部畜産振興課、大臣官房文書課（評価委員

会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  明５ 開拓使所管牧場として後の新冠牧場創設 → 昭 21.5 種馬所、種羊所、種鶏

場等を種畜牧場に再編 → 平 2.10 農林水産省家畜改良センター → 平 13.4 独立

行政法人家畜改良センター 

目 的 家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要

な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作

物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とする。 

業務の範囲 １．家畜及び家きんの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行

うこと。２．種畜、種きん、種卵、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の

配布並びに種畜の貸付けを行うこと。３．飼料作物の増殖に必要な種苗の

生産及び配布を行うこと。４．飼料作物の種苗の検査を行うこと。５．前

各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。６．前各

号の業務に附帯する業務を行うこと。 

○ 上記の業務のほか、次の業務を行う。１．家畜改良増殖法の規定によ

る立入り、質問、検査及び収去 ２．種苗法の規定による集取 ３．遺伝

子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

の規定による立入り、質問、検査及び収去 ４．牛の個体識別のための情

報の管理及び伝達に関する特別措置法の政令で定める事務 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ４８，２２４百万円 
＜国有財産の無償使用＞ なし 



＜予算計画＞ 

                      （単位：百万円） 

 
区  別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

前年度からの繰越金 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託収入 

諸収入 

うち農畜産物売払代 

   その他の収入 

岩手牧場事業用地等売却収入 

計 

－       

37,495 

       1,551 

         1,005 

       3,825 

         3,735 

            91 

564 

      44,440 

561 

 7,009 

     137 

     201 

     765 

       747 

        18 

－ 

   8,673 

支

出 

業務経費 

 うち家畜改良関係経費 

   種畜検査関係経費 

   飼料作物種苗関係経費 

技術の普及指導関係経費 

家畜個体識別関係経費 

施設整備費 

受託経費 

一般管理費 

人件費 

各年度の業務の状況に応じて増減す

る経費 

計 

       7,423 

         6,470 

71 

           293 

151          

           438 

       2,115 

         1,005 

       2,709 

31,189 

 

－ 

44,440 

   1,478 

     1,283 

14 

        58 

       30 

        92 

       539 

201 

     539 

     5,740 

 

36 

   8,532 

＜短期借入金の限度額＞ １,０００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）佐藤 英明 （理事・定数４人・

任期２年）北池 隆、武田 真甲子、（非常勤）加茂 幹男、（非常勤）眞鍋 昇 

（監事・定数２人・任期２年）（非常勤）佐藤 成、（非常勤）小谷 あゆみ 

＜職員数＞ ９４８人（常勤職員７９０人、非常勤職員１５８人） 

 

 

 

 

 

 



＜組織図＞ 
 
理事長     監事 

理事 

                     新冠牧場 
                                                     十勝牧場 

奥羽牧場 
              コンプライアンス推進室    監査専門役    岩手牧場 
                           茨城牧場 
                           長野支場 
              企画調整部         企画調整課                  岡崎牧場 
                                 海外協力課                  兵庫牧場 
                                                                          鳥取牧場 
                                                                   熊本牧場 
              総務部              総務課                 宮崎牧場 
                                  人事課                           
                                  会計課                               
                                  管財課                          
                                  総務調整専門役           
                                                                                        
             改良部               種畜課                       
                                  生産衛生課                   
                                  飼料種苗課                                            
                                  情報分析課                                            
                                  環境対策専門役                                                             
           

技術部               管理課                                            
                                  技術第一課                                            
                                  技術第二課                                            
                                  技術第三課                                            
 
             個体識別部         企画管理課                 
                           システム推進課 
                個体識別情報課 
 
             技術協力専門役                                                         
                                                                                         
            改良技術専門役  
                                                                                         
            生産技術専門役  
   
            調査役  
 



中期目標  

第１ 中期目標の期間 

 センターの中期目標の期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間とす

る。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 １ 業務対象の重点化 

 （１）家畜の改良増殖業務 

 センターが担う家畜改良増殖業務については、都道府県・民間では取り組み難い遺伝的に多様

な育種資源を確保し、かかる多様な育種資源を最大限活用することにより、全国的な家畜改良を

推進することに重点化する。また、民間や都道府県との役割分担を明確にし、かつ、事業規模を

厳しく見直してスリム化を図りつつ、都道府県・民間では取り組み難い新技術を活用することに

より、効果的に家畜の改良速度を加速させる。 

 その際、６次産業化を始めとする特色ある家畜による多様な畜産経営、消費者ニーズに応える

畜産物の供給を支援するという観点から、肉用牛では日本短角種及び褐毛和種、乳用牛ではブラ

ウンスイス種及びジャージー種のほか、馬、めん羊、山羊などの民間や都道府県による取組が限

定的なものについても、生産現場でのニーズを踏まえ、改良推進・技術指導について積極的に取

り組む。 

 （２） 飼料作物種苗の増殖業務 

センターが担う飼料作物種苗の増殖業務については、飼料自給率の向上に向け、我が国の風土

に適した国内育成品種の定着を更に進める必要があることから、飼料用原種子の国内需要に的確

に対応し、高品質の種子を供給する。このため、品種改良を行う新品種育成機関、二次増殖及び

種子の販売を行う民間種苗会社等と連携協力するとともに、役割分担を明確にする。この際、需

給動向、新品種の育成状況やニーズを適切に把握し、効率的な生産を行う。 
 

 ２ 業務運営の効率化及び組織体制の合理化など 

 （１） 業務運営の効率化 

 センターは、本中期目標を効率的かつ確実に達成するため、引き続き保有する家畜などの遺伝

資源及び人材、土地・建物などの資産を最大限活用するとともに、事務の進捗状況に応じた適切

な対処が行えるよう進行管理を行い、業務運営の効率化を推進する。その際、家畜伝染性疾病の

発生などの業務上のリスク管理に配慮する。 

 さらに、業務の重複を避けるため、試験研究機関や都道府県等関係者との情報交換や調整など

を通じ、役割分担の明確化に努める。 

 （２） 組織体制の合理化・強化 

 業務運営の効率化を図るとともに、家畜飼養管理部門と飼料生産管理部門との統合を進めるな

ど、要員の合理化に努める。その際、業務上の責任についての透明性を確保するとともに、業務

の進行管理、コンプライアンスなどについて十分配慮する。 

 また、技術専門職員が担当する業務については、当該職員の資質の向上を図りつつ、家畜受精

卵移植等の繁殖業務、各種分析・検査業務など、高度な技術を要する業務にシフトする。また、

家畜の飼養管理、飼料生産技術のうち単純作業については、引き続き退職者の状況を踏まえつつ、

段階的に外部化を進める。 

 （３） ガバナンスの強化 

 センターは、本中期目標を効率的かつ確実に達成するため、内部統制の強化、コンプライアン

スの徹底、監査の強化、情報開示体制の確立、法人内行動規範の見直し、人事配置の適正化など

の推進を図るとともに、それら業務の確実な実施のための点検を行う。 

 特に内部統制の強化・徹底を図るために、効果的な統制環境、リスク評価と迅速な対応、相互



けん制の強化などによる統制活動、的確な情報の伝達、モニタリングによる監視・評価・是正な

どを確実に実行するための体制や環境の整備を行う。 

 その際、総務省の独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会が平成２２年３月に公

表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）及び同省政策評価・独立行

政法人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関する評価の結果等の意見など独立行政法人

評価委員会への通知事項を参考にするものとする。 

 コンプライアンス徹底のための取組として、コンプライアンス委員会においてセンター全体の

コンプライアンスに関する方針や計画を総合的に検討し、必要な提言を行う。また、コンプライ

アンス委員会は、役職員へのコンプライアンス意識の浸透を図るとともに、全職員を対象とした

コンプライアンス相談窓口などから入手したリスク情報を一元管理し、適切な対応を行う。さら

に、「独立行政法人家畜改良センター役職員等行動規範」の周知徹底を図るため、定期的に全役

職員を対象とし、牧場や業務課単位での勉強会の開催や意識調査などの点検を行うとともに、こ

のような取組を必要に応じ追加的に実施する。 

 さらに、事業の内部審査や評価について、センター内部限りで自己完結させず、第三者委員会

を設置するなどにより、対外的な透明性も確保しつつ、事業の実効性が上がるよう所要の見直し

を行う。 

 （４） リスク管理の強化 

 口蹄疫や鳥インフルエンザなどの国内での発生も踏まえ、これらの家畜伝染性疾病の侵入など

によりセンターによる家畜改良の成果が損なわれることのないよう、リスク管理体制の強化を図

る。 

 また、種畜の管理や育種資源の保存について、都道府県からその計画的な実施について協力依

頼があり、全国的な視点からの家畜改良に資する場合には、積極的に協力する。 

 （５） 情報セキュリティ対策の強化 

 情報業務の信頼性確保及び個人情報保護のため、情報システムの適正な管理及び情報セキュリ

ティの確保を図る。 

 

 ３ 経費の削減及び自己収入の改善 

 （１） 一般管理費・人件費などの削減・見直し 

 運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人

件費を除く。）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比３％の抑制、業務経費について

は、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制をすることを目標に、削減する。 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し、その適正化に取り組むとともに、

検証結果や取組状況を公表するものとする。 

総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の

人件費に係る取組を平成２３年度も引き続き着実に実施するとともに、「公務員の給与改定に関

する取扱いについて」（平成２２年１１月１日閣議決定）に基づき、政府における総人件費削減

の取組を踏まえるとともに、今後進められる独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、厳し

く見直すこととする。 

 （２） 契約の点検・見直し 

 契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１

７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することにより、契約の適正化を推進し、業務運営の

効率化を図るものとする。 

  この場合において、調査研究業務に係る調達については、他の独立行政法人の事例なども参考

に、透明性が高く効果的な契約の在り方を追求するものとする。 



  また、密接な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透明性の確保を追求

し、情報提供の在り方を検討するものとする。 

 なお、飼料作物に係る種苗の配布業務については、センターが行う増殖用の種子の配布を特定

の団体が受けている状況にあることから、競争性のある手続を経て行うものとする。また、配布

先を決める際には、配布希望者が、種苗増殖を行い農家への種子の供給を行う計画や能力を有す

るかなどを十分に精査した上で、行うものとする。 

 （３） 自己収入の拡大 

 家畜の改良増殖に係る家畜人工授精用精液、家畜受精卵、種鶏及び飼料作物種子の譲渡又は配

布価格について、生産コストを考慮し、畜産経営などに及ぼす影響を踏まえ、民間市場価格など

と比較した価格の検討・設定を行うとともに、家畜の貸付け及び飼料作物の原種子配布への競争

入札の導入など、配布方法の見直しや透明性の向上を不断に行うことにより、自己収入の拡大を

図る。また、内部監査などの強化を通じ、資産・施設の有効活用を促進するとともに、コスト縮

減を念頭に、無駄をなくす努力を更に徹底する。 

 なお、精液採取用種雄牛の貸付けの入札については、周知活動を強化するなどにより、応札者

の参入の拡大を図り、競争性を更に高めるものとする。 

 （４） 知的財産の管理 

 センターが保有する特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を

踏まえつつ、登録・保有コストの削減及び特許収入の拡大を図る。 

 

第３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 畜産業は、農地や環境の守り手であると同時に、地場産業を支えたり食育の場を提供するなど、

多面的な役割・機能を有している。 

 このような畜産業の役割や機能を維持・発展させていくためには、輸入飼料への依存体質から脱

却し、自給飼料を有効活用して、飼料自給率の向上と環境負荷の低減に資する生産体系に転換し、

地域や経営における生産条件、生産者の創意工夫や主体性を活かした多様な経営の実現を図ってい

く必要がある。 

 また、畜産業の振興の基礎となる家畜の改良・増殖には、長い年月と多大な労力を必要とするた

め、適切な家畜改良増殖の推進とこれを通じた畜産業の健全な発展に不断の努力を注いでいくこと

が必要である。 

 このため、センターは、その有する人材や多様な遺伝資源、畜産技術などの畜産基盤を十分に活

かしつつも、大幅な見直しが行われた「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」、「家

畜改良増殖目標」及び「鶏の改良増殖目標」の達成に資するとともに、国民に対する信頼される安

全でおいしい多様な畜産物の安定供給に貢献するよう、消費者、流通業者及び生産者におけるニー

ズを踏まえつつ、家畜の改良増殖、飼料作物種苗の増殖、畜産技術の開発・実用化及びその普及な

どを確実に実施するものとする。 

 

 １ 家畜改良及び飼養管理の改善など 

 多様な畜産物を提供し得る環境を整え、その品質の向上を図っていくためには、多様な遺伝資源

を活用した家畜改良と飼養管理の改善が重要であり、特に進展が著しいものの都道府県・民間では

活用し難い先端技術などの新技術、遺伝的能力評価などを、家畜の育種に応用して家畜改良を進め

るとともに、家畜の能力を十分発揮させるために必要な飼養管理の改善を推進していく必要がある。 

 このため、遺伝子解析技術を導入しつつ、家畜の能力検定や遺伝的能力評価の推進を図るととも

に、より効率的な育種手法の開発・実用化・導入に積極的に取り組みつつ、防疫体制の整備及び衛

生管理に万全を期しながら、優良な種畜、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の供給等に努め、特

に次の業務に重点を置いて、改良を進めるものとする。 

 （１） 乳用牛 



 酪農経営における生産性向上に資するため、乳用牛の生涯生産性の向上を図る。具体的には、

泌乳曲線を平準化させた泌乳持続性が高い乳用牛への改良を進めつつ、引き続き泌乳能力や体

型、飼料利用性の向上及び繁殖性・抗病性の改善も推進する。あわせて、多様な品種の改良を支

援する。このため、以下の取組を行う。 

  ア 全国的な改良の推進 

  （ア）全国的な乳用牛の改良推進を図るため、農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識経

験者との意見・情報交換において、積極的に指導的役割を果たすとともに、都道府県、関係

団体などとの役割分担の明確化を図る。 

（イ）遺伝的能力の高い検定済種雄牛の精液を供給するため、全国同一基準による遺伝的能力評価

に基づいた後代検定を推進する。 

イ 遺伝的能力評価の実施 

（ア）ホルスタイン種について、生涯生産性の向上を図る観点から、泌乳持続性の評価形質を組み

入れて、総合指数を新たに作成するとともに、遺伝子解析技術（ＳＮＰ）を活用した解析技

術を導入するなど、効率的かつ精度の高い遺伝的能力評価を行い、全国的に改良を進める。 

（イ）ジャージー種について、引き続き遺伝的能力評価を実施し、改良を進める。 

（ウ）ブラウンスイス種について、遺伝的能力評価の実施に向けた試行に取り組む。 

ウ 候補種雄牛などの生産・供給 

（ア）「家畜改良増殖目標」の育種価目標を基に、我が国の飼養環境（気候、風土、飼料・飼養形

態など）に適した優良な種畜生産に取り組むとともに、泌乳持続性や体型など生涯生産性の

向上を図る。 

（イ）遺伝的及び能力的な多様性の確保に配慮しつつ、ＳＮＰ遺伝子解析技術を活用した候補種雄

牛などの生産・供給に努める。 

（ウ）高い泌乳持続性を有する優良な候補種雄牛などを生産・供給するため、泌乳持続性の遺伝評

価値が平均以上で、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（乳量１１３ｋｇ／年、乳脂肪２．

６ｋｇ／年、無脂乳固形分９．２ｋｇ／年、乳蛋白質２．９ｋｇ／年）以上の遺伝的能力を

有する改良用雌牛を生産する。 

（エ）酪農家の雌牛を利用して生産した候補種雄牛の待機業務は、順次縮小し終了する。また、候

補種雄牛の後代検定への参加については、平成２５年度末までに終了する。 

 （２） 肉用牛 

 多様な消費者ニーズに応えた国産牛肉の安定的な供給と生産コストの低減を図っていくため、

肉用牛改良は、肉質（脂肪交雑）や肉量に偏重した改良から、適度に脂肪交雑が入りつつも早熟

性や飼料利用性などの新たな改良指標を重視した改良へシフトすることが必要である。また、近

交係数の高まりを抑えるため、遺伝的に多様な種雄牛造成を進める必要がある。このため、以下

の取組を行う。 

ア 全国的な改良の推進 

（ア）全国的な肉用牛の改良推進を図るため、農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識

経験者との意見・情報交換において、積極的に指導的役割を果たすとともに、都道府県、関

係団体などとの役割分担の明確化を図る。 

（イ）遺伝的能力の高い検定済種雄牛の広域的な利用を図るため、全国同一基準による評価を行う

後代検定を推進する。 

イ 遺伝的能力評価の実施 

（ア）産肉能力に基づく改良を推進するため、枝肉情報を集計し、改良の基礎情報として提供する。 

（イ）全国の改良動向を把握するため、遺伝的能力を定期的に評価し、公表する。 

（ウ）肉質以外の早熟性、飼料利用性及び繁殖性に係る形質を評価に加味するなど、新たな評価手

法の導入に向けた取組を行う。 

ウ 候補種雄牛などの生産・供給 



（ア）黒毛和種については、 

  ① 多様な育種素材及び都道府県や民間では取り組み難い高度な技術を活用し、遺伝的に特徴

ある牛群を維持するとともに、我が国の遺伝的多様性の確保や増体性などに配慮した優良

な候補種雄牛などを生産する。 

  ② 遺伝的多様性の確保のため、和牛の基礎となる４系統群 ※１や今後失われることが懸念され

る５つの希少系統など ※２を積極的に活用し、牛群整備を行う。 

  ③ 増体性に優れた候補種雄牛の生産に当たっては、直接検定成績において１日当たり増体量

が概ね１．１ｋｇ以上の候補種雄牛を生産する。 

  ④ 飼料利用性、早熟性などに関する検定手法の開発に取り組む。 

 

   ※１：「兵庫県を起源とする系統群」、「鳥取県を起源とする系統群」、「岡山県を起源と

する系統群」、「広島県を起源とする系統群」。和牛のルーツとされる系統群。 

   ※２：現時点で、今後失われることが懸念されるとされている「熊波」系、「城崎」系、「栄

光」系、「藤良」系、「３８岩田」系。 

 

（イ）褐毛和種については、我が国の肉用牛の多様性を確保するため、遺伝的に特徴のある牛群を

維持し、種畜を生産・供給する。 

（ウ）日本短角種については、我が国の肉用牛の多様性を確保するため、遺伝的に特徴のある牛群

を維持し、センターの保有する家畜を、育種改良素材として必要に応じて提供する。 

 （３） 豚 

国際化の進展や長期的な飼料穀物需給のひっ迫などに対応した競争力のある豚肉生産を維持

するため、純粋種豚の繁殖能力や肉質を含めた産肉能力の向上を図り、特長ある豚肉の生産に向

けた改良を推進する。このため、以下の取組を行う。 

ア 全国的な豚改良の推進 

（ア）全国的な豚の改良推進を図るため、農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識経験

者との意見・情報交換において、積極的に指導的役割を果たすとともに、都道府県、関係団

体などとの役割分担の明確化を図る。 

（イ）都道府県・民間からの要望の強い純粋種豚の繁殖能力や肉質などに優れた育種改良素材を生

産・配布することに重点化する。 

イ 遺伝的能力評価の実施 

バークシャー種などについて、遺伝的能力評価を定期的に実施するとともに、肢蹄について

遺伝的能力評価手法の開発に取り組む。 

ウ 優良種豚などの生産・供給 

（ア）増体性や飼料利用性の改良のほか、繁殖性の向上を図るため、雌系品種として利用される大

ヨークシャー種について、遺伝子解析技術を活用した新たな育種手法の開発に取り組み、繁

殖能力に優れる種豚を作出する。この場合、一腹当たり育成頭数については、概ね１０．５

頭とする。 

（イ）都道府県などが行う系統造成を支援するため、雄系品種として利用されるデュロック種につ

いて、肉質に優れる種豚の作出に取り組む。この場合、ロース芯筋内脂肪含量については、

概ね６％とする。 

（ウ）実験用小型ブタについて、造成を完了した系統の維持及び種豚などの供給業務に重点化する。 

（エ）肉豚生産農家への種豚の直接供給業務については、原則として中止する。 

 （４） 鶏 

国際化の進展や長期的な飼料穀物需給のひっ迫などに対応するとともに、全国各地で行われ

ている在来種などを利用した特色ある鶏の能力向上を図るため、飼料利用性の改良に留意しつ

つ、卵用鶏の産卵性や肉用鶏の増体性の改良を推進する。このため、以下の取組を行う。 



ア 全国的な鶏改良の推進 

（ア）全国的な国産鶏の改良推進を図るため、農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識

経験者との意見・情報交換において、積極的に指導的役割を果たすとともに、都道府県、関

係団体などとの役割分担の明確化を図る。 

（イ）在来種などとの交配に適したセンター産種鶏の開発に重点化した改良を進めるとともに、産

卵性や増体性の向上も目指す。 

イ 優良種鶏などの生産・供給 

（ア）卵用鶏の産卵性を改良する。特に、主要白玉系統について、センター産種鶏の後期産卵率の

育種価を概ね５ポイント改善する。また、主要赤玉系統については、肉斑の発生率の低減な

どの卵質を改善する。 

（イ）肉用鶏の増体性を改良する。特に、雄として利用される主要系統について、一次選抜時体重

の育種価を概ね１５０ｇ改善する。また、遺伝子解析技術を活用して、羽色の固定化に取り

組む。 

（ウ）多様な品種・系統を用いた組合せ評価を行い、地鶏・銘柄鶏の生産に対する支援を行う。 

 （５） 馬 

 我が国における持続的な馬生産を支援するため、民間などへの技術や知識の普及を図るととも

に、馬の活用方法の多様化なども踏まえつつ、農用馬については、発育や繁殖性の向上などの改

良を進める。このため、以下の取組を行う。 

ア 全国的な馬改良の推進 

（ア）全国的な馬の改良推進を図るため、農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識経験

者との意見・情報交換において、積極的に指導的役割を果たすとともに、都道府県、関係団

体などとの役割分担の明確化を図る。 

（イ）飼養管理・繁殖技術の向上を図るとともに、当該技術の民間への普及に努める。また、優良

種雄馬の広域利用と改良の推進のため、人工授精の普及を図る。 

イ 能力評価の実施 

  馬の発育や繁殖性の向上を進めるとともに、農用馬について、体型やけん引力などを用いた能

力評価方法の開発に努める。 

ウ 優良種馬の生産・供給 

（ア）純粋種農用馬（ブルトン種・ペルシュロン種）などについては、繁殖能力の向上を図るとと

もに、品種の特性に応じた体型となるよう選抜を行い、種畜などの生産・供給を行う。 

  （イ）日本在来馬については、ジーンバンクとしての取組のほか、関係機関・団体などと協力して、

地域における保存・繁殖などの取組を支援する。 

 （６） めん羊・山羊 

 多様な畜産経営を支援するため、民間などにおけるめん羊・山羊の生産のための技術や知識の

普及を図るとともに、改良の推進を支援する。このため、以下の取組を行う。 

ア 民間などによる育種改良を支援するため、意見・情報交換を積極的に行うとともに、必要に応

じて技術的支援及び家畜などの育種改良素材の提供を行う。 

イ 家畜人工授精などの繁殖技術及び飼養管理技術の向上を図るとともに、これらの技術の民間で

の普及に努める。 

 （７） 家畜の飼養管理の改善 

ア 長期的にひっ迫基調の穀物需給にも対応し得るよう、家畜の飼料利用性の改善に取り組むのみ

ならず、改良された家畜の能力が十分発揮されるよう、飼養管理の改善による家畜の損耗率の低

減や、受胎率、育成率などの向上に取り組む。 

イ 種畜の生産コストを縮減するため、コストの把握に努めつつ、引き続き家畜の飼養管理の効率

化や省力化に努める。 

 （８） 家畜伝染性疾病などのリスク管理の強化 



 貴重な育種素材を家畜伝染性疾病などにより損失しないよう、防疫を徹底する。また、万が一

に備え、複数の牧場で飼養するなど、リスクヘッジを行う。 

 （９）家畜の遺伝資源の保存 

 家畜の多様な育種改良を進める観点から、遺伝資源の収集・保存を行うとともに、関係機関と

の連携を図る。 

 

 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産・供給 

 自給飼料の増産を推進し、飼料自給率の向上を図るためには、飼料作物の優良品種の普及による

生産性及び品質の向上が必要である。このため、我が国の気候風土に適応し、高収量性、病害抵抗

性、耐倒伏性などの特徴を持つ飼料作物の優良品種の普及に必要な種苗の生産・供給を行うことと

し、特に、次の業務に重点をおいて、取組を進めるものとする。 

 （１） 飼料作物種苗の生産・供給 

 我が国の風土に適した国内育成品種の定着を更に進める必要があるため、新品種・系統などに

ついて、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）品種証明制度に基づく要件に適合した種苗の増殖を図る。 

 また、国内育成品種の種苗増殖において、ほ場の生産性と精選技術の改善などにより、単位面

積当たりの生産量を５％向上させる。 

 飼料用稲種子については、都道府県による生産供給を補完し、全国における種子の安定供給を

確保するため、関係機関と連携しつつ生産を行う。 

 （２） 飼料作物優良品種の普及支援 

 地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及に資するため、積極的に地域適応性などの検定試

験を実施する。また、奨励品種選定試験結果データベースの更新などによる情報提供や実証展示

ほの設置などを行う。 

 （３） 飼料作物の遺伝資源の保存 

 様々なニーズに対応可能な飼料作物の品種開発を進める観点から、飼料作物の遺伝資源につい

て、関係機関とも連携しつつ、栄養体保存などを行う。 

 

 ３ 飼料作物の種苗の検査 

 飼料作物の種苗の国際間流通における品種特性の維持と品質の確保を図るとともに、地域に適し

た飼料作物優良品種の育成・普及に資するため、ＯＥＣＤ品種証明制度などに基づく検査及び証明

を的確に実施する。その際、種子純度分析及び発芽試験の検査試料入手から結果通知までに要する

期間（国際種子検査規程に定められている最低限必要な検査日数を除く。）について、平均５日程

度（営業日）を維持する。 

 また、ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）検査所認定制度を利用し、高い検査の技術水準を維持する。 

 

 ４ 調査研究 

 家畜の育種改良、飼養管理の改善などによる特色ある家畜による多様な畜産経営の振興に資する

ため、生産現場や消費者のニーズも踏まえ、センターが実施する家畜の改良や飼養管理などに応用

できる技術の調査研究に取り組む。業務の重点化を図るため、研究要素の強い業務（資源循環型の

窒素成分強化たい肥を用いた飼料作物栽培に関する調査、食味に関する新たな理化学分析項目の開

発、体細胞クローン牛の調査）については、他の研究開発機関に委ねるなど、役割分担を明確化す

る。 

 （１） 育種改良関係技術 

センターが実施する家畜の育種改良を効率的に進めるため、遺伝子解析技術及び食肉評価手

法の改善を行うとともに、これらから得られる情報の育種改良への利用について調査研究を行

う。 

遺伝子解析情報を活用した育種手法については、技術の実証を行いつつ、実際に育種集団におけ



る選抜に利用可能な水準まで高め、２７年度中に実用化する。 

食肉評価手法については、食味に関連した評価指標の更なる検討と家畜の選抜への利用につ

いて検証を行うとともに、当該評価指標を基に遺伝子解析に取り組み、指標と関連する遺伝子を

抽出し、選抜への利用に向けた検討を進める。 

 （２） 繁殖関連技術 

優良な家畜の増殖を実現するため、家畜受精卵などの新たな生産技術の検討を行い、利用性・

実用性を実証する。家畜の生産性向上のため、受胎率の向上に資する技術の改善などを行う。ま

た、家畜改良を効率的に進めるための繁殖関連技術の普及に向けた技術的支援を進める。 

 （３） 飼養管理関連技術 

自給飼料基盤に立脚した畜産の推進を図るため、放牧関連技術の改善を図る。また、特色あ

る家畜による多様な畜産経営の支援及び飼料自給率向上などのため、飼養管理技術に関する調

査・実証に取り組むとともに、センターが開発した飼養管理技術の普及に向けた技術的支援を進

める。 

また、飼料用米やエコフィードなどの家畜への給与方法の改善に向けた取組を行う。 

 ５ 講習及び指導 

 調査研究の成果や長年の歴史の中で培われてきた知識や技術の普及を図り、我が国畜産の発展に

寄与するため、以下の取組を行う。 

 （１） 成果などの情報提供 

ホームページ、学会、学会誌、業界紙などを活用し、センターの調査研究の成果などを提供

する。また、センターが行った各種調査などの成果に関する情報を整理・分析し、提供する。こ

のような情報を毎年９０件以上提供する。 

 （２）技術の普及指導 

  ア 家畜の飼養管理技術などの普及 

政策課題に対応した家畜の管理技術、飼料の生産・利用技術、放牧利用技術などについて、

技術の実証展示や見学の受入れなどにより普及に努める。このため、技術展示会への出展などを

毎年２４回以上実施する。 

  イ センターが独自に実施する研修などの重点化 

センターが独自に実施する研修などについて、酪農ヘルパーや畜産環境保全のための研修を

新たに追加する。また、畜産新技術、飼料作物優良品種及びセンターの調査研究の成果を生産現

場に普及させるための研修・講習などの現場でのニーズの高いものや、家畜人工授精師などの免

許取得のための講習会について、引き続き実施するとともに、ニーズの低いものについては見直

しを行い、研修などの内容について重点化を図る。 

  ウ 中央畜産技術研修の実施 

農林水産省が計画を策定する中央畜産技術研修の適切な実施に努める。また、受講生からの

アンケート結果に基づき、研修サービスの向上に努めるとともに、受講生の受講ニーズの農林水

産省への伝達を行う。 

  エ 民間機関などの個別研修の受入れ 

畜産関係団体をはじめとする民間機関、都道府県、大学などからの個別研修の実施依頼につ

いては、可能な限りこれを受け入れ、講師の派遣、施設、家畜の提供に努める。 

また、センターの講習に支障のない範囲で、民間機関などによる畜産技術研修会などの開催

のために施設を提供し、施設の有効活用に努める。 

 （３） 海外技術協力 

 海外研修の受入国との間にネットワークを構築し、海外技術協力へのニーズを的確に把握する

とともに、関係機関の要請などに基づいた専門家の研修、派遣、調査団員の派遣、海外からの研

修員の受入れについて、可能な限りその要請などに応える。 

  また、海外技術協力に的確に対応するための人材育成を積極的に行う。 



 

 ６ 家畜改良増殖法に基づく検査など 

 （１） 家畜改良増殖法に基づく立入検査など 

ア 適切な種畜の利用により家畜の改良増殖を推進するため、家畜改良増殖法第４条の規定に基づ

く種畜検査を的確に実施する。 

イ 家畜改良増殖法に基づく立入検査が速やかに行えるよう、必要な能力を有する職員を各場・支

場に少なくとも１名確保する。 

ウ 種畜検査の都道府県への移管について、国と都道府県との意見交換の円滑化に協力する。また、

移管が決定されれば、都道府県への技術移転などの必要な支援を行う。 

 （２） 種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 

 種苗法（平成１０年法律第８３号）第６３条第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水産大

臣の指示に従い、指定種苗の集取及び検査を的確に実施する。また、このための指定種苗の集取

及び検査が速やかに行えるよう、必要な能力を有する職員を少なくとも１０名確保する。 

 （３） 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく立入検査な

ど 

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成１５年法律

第９７号）第３２条第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、

質問、検査及び収去を的確に実施する。また、このための立入検査などが速やかに行えるよう、

必要な能力を有する職員を少なくとも１０名確保する。 

 

 ７ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく事務など 

 （１） 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第２０条及び牛の個体識別のため

の情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令（平成１５年政令第３００号）第５条の規定に

基づき、農林水産大臣からの委託事務を的確に実施する。 

 （２） 牛個体識別システムの利用者の利便性などを高めるため、システムの開発・改修などを行う。 

 （３） 家畜個体識別事業を推進し、各種制度や行政施策の適正な執行、畜産経営の高度化、畜産物の適

正な流通などに資するため、牛個体識別台帳やこれに関連する情報などのデータベースに蓄積さ

れたデータの有効活用を図る。 

 （４） 家畜伝染性疾病などの発生時における緊急検索などの速やかな実施に努め、国内での家畜防疫の

ための措置の適切な実施を支援する。 

 （５） 牛以外の家畜における生産段階でのトレーサビリティについて、生産者などが取り組んでいる内

容についての現地調査、調査内容の取りまとめ、生産者・流通業者・消費者を交えた検討会の開

催などにより、システムの導入に係る利点、留意点などを取りまとめるとともに、モデル実証を

行うことなどにより、技術の改善を図り、生産現場の適切なシステムの導入を支援する。 

 

 ８ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 （１） 口蹄疫などの家畜伝染性疾病が発生した場合の緊急防疫対応 

 国内において、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなどが発生し、農林水産省又は都道府県か

ら、緊急的な防疫対応が必要であるとして、そのまん延防止のための家畜防疫作業などの支援に

ついて要請を受けた場合、支援に積極的に取り組むこととし、速やかに４０名の派遣が可能とな

る体制を整備し、維持する。 

 （２） 家畜疾病発生時などの家畜、乾牧草などの支援 

 家畜疾病や災害発生時に、影響を被った地域で一時的に不足する家畜、乾牧草などの支援を行

う。 

 （３） 種畜などの受託管理 

都道府県などから、種畜の管理や育種資源の保存について、その計画的的な実施について協力



依頼があり、全国的な視点などからの家畜改良に資           資する場合には、積

極的に協力する。また、このために必要な条件などを平成２３年度中に整理する。 
（４） その他 

 畜産に関する新たな社会・行政ニーズが発生した場合又は外部機関が行う技術開発・調査、外

部機関からの講師派遣などの協力依頼があった場合には、積極的に対応する。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

   運営費交付金、施設整備費補助金及び自己収入などを充当して行う事業については、「第２ 業務

運営の効率化に関する事項」における業務対象の重点化などのほか、以下の事項に配慮して予算を

作成し、計画的かつ効率的に運営し、収支の均衡を図る。 

 １ 自己収入の確保 

  業務実施に伴う収入の安定的な確保と拡大のみならず、外部資金の積極的な獲得に努める。 

 

 ２ 経費の削減 

    調達に当たっては、仕様や調達数量などを見直し、不要な発注を避け、一般競争入札の積極的な活

用などにより、経費の節減を図るとともに、定期的に経費削減効果の検証を実施する。 

 

 ３ 資産の管理 

  保有資産の適切な管理を行う観点から、定期的に資産の管理状況を調査し、資産の利用度のほか、

本来業務に支障のない範囲での有効利用の可能性、経済合理性などの観点に沿って、その保有の必

要性について不断に見直しを行い、不要なものについては、国庫納付などを行う。その際、総務省

政策評価・独立行政法人評価委員会による独立行政法人の業務実績に関する評価の結果等の意見な

ど独立行政法人評価委員会への通知事項を参考にするものとする。 

  土地・建物などの資産を貸し付ける際には、センターの事務及び事業の遂行上その必要性が認めら

れるもの又は公共的若しくは公益的な見地から土地・建物などの利用が不可欠なものに限定する。

貸付けに当たっては、既存の貸付物件も含めて、正当な対価を徴収するものとする。また、定期的

に管理状況の調査などを行い、管理が不適切な場合にあっては、借受者に対する管理改善計画の提

出請求や貸付けの中止などを行う。 

 

 ４ 経理の適正化 

  資金・資産の適正な管理と会計規律の徹底などによる経理の適正化と、チェック体制の構築を図る

とともに、職員の倫理及び資質向上のための必要な措置を講ずる。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 施設・設備の整備 

業務の適切かつ効率的な実施を確保するため、本中期目標の達成のために必要な施設・設備を計

画的に整備する。 

 

 ２ 職員の人事など 

 （１） 人材の確保 

 センターは、役職員の人材確保に当たり、センターの業務を担うにふさわしい人的資質及び倫

理観を有した者を確保することとし、基本となる採用・異動指針を明確にした上で、採用活動や

人事異動などを実施する。 

 また、他機関との人事交流の促進、研修の実施などにより、優秀な人材の確保及び養成を図り

つつ、センター全体の要員の合理化を進める。 

 （２） 人事配置 



 職員の人事配置に当たっては、当該職員の過去の業務経験や実績などを踏まえ、担当する業務

への適性を複数の人事管理者により評価した上で、実施する。 

 （３ ）人事管理 

 職員の人事管理については、人事評価制度を見直すことにより、公正な評価が反映される管理

方式を採用するほか、役員についても、適正な評価を実施するとともに、資質の向上を図るもの

とする。 

 また、不正経理防止の観点から、調達部門、出納管理部門、資産管理部門の相互けん制が十分

に発揮されるシステムを構築する。さらに、長期在職による弊害を考慮し、定期的な人事異動を

実施する。 

 （４） 研修の実施 

    職員の資質向上を図るため、技術や各種資格取得などのための研修を行う。特に、技術専門職

員については、家畜受精卵移植などの繁殖業務や各種分析・検査業務などの高度な技術を要する

業務へシフトするための専門性を高める研修を実施することにより、優れた人材を育成する。 

 
 
 



（単位：円）

資産の部

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 1,457,759,755

未収金 89,772,646

たな卸資産 189,352,225

前払費用 5,355,052

その他流動資産 4,465,122

流動資産合計 1,746,704,800

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

建物 22,640,027,479

減価償却累計額 -12,453,294,801

減損損失累計額 -2,370,508 10,184,362,170

構築物 4,560,654,378

減価償却累計額 -2,910,884,416

減損損失累計額 -13,276,456 1,636,493,506

機械及び装置 1,564,727,146

減価償却累計額 -1,211,444,613 353,282,533

車輌運搬具 308,893,212

減価償却累計額 -280,013,195 28,880,017

工具器具備品 880,057,446

減価償却累計額 -736,411,927 143,645,519

家畜 830,249,182

減価償却累計額 -253,648,167 576,601,015

林木 1,999,762,791

土地 25,372,575,359

建設仮勘定 126,293,712

家畜仮勘定 1,260,070,939

有形固定資産合計 41,681,967,561

２　無形固定資産

ソフトウェア 7,985,425

水道施設利用権 750,409

電話加入権 2,449,200

工業所有権仮勘定 542,171

無形固定資産合計 11,727,205

３　投資その他の資産

長期前払費用 1,281,795

預託金 2,077,390

投資その他の資産合計 3,359,185

固定資産合計 41,697,053,951

資産合計 43,443,758,751

貸  借  対  照  表
（平成２５年３月３１日）



（単位：円）

貸  借  対  照  表
（平成２５年３月３１日）

負債の部

Ⅰ　流動負債

運営費交付金債務 166,434,323

短期リース債務 31,981,279

未払金 768,616,375

未払消費税等 10,439,200

前受金 4,050,243

預り金 23,457,996

流動負債合計 1,004,979,416

Ⅱ　固定負債

長期リース債務 41,917,865

資産見返負債

資産見返運営費交付金 2,059,979,632

建設仮勘定見返運営費交付金 15,295,582

家畜仮勘定見返運営費交付金 1,260,070,939

建設仮勘定見返施設費 107,247,320

固定資産見返物品受贈額 2,773,182

固定資産見返承継受贈額 427

固定負債合計 3,487,284,947

負債合計 4,492,264,363

純資産の部

Ⅰ　資本金

政府出資金 48,224,048,167

資本金合計 48,224,048,167

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 5,590,811,041

損益外減価償却累計額 -14,882,899,532

損益外減損損失累計額 -18,601,364

資本剰余金合計 -9,310,689,855

Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 12,964,511

積立金 16,017,682

当期未処分利益 9,153,883

（うち当期総利益　9,153,883）

利益剰余金合計 38,136,076

純資産合計 38,951,494,388

負債純資産合計 43,443,758,751



（単位：円）

Ⅰ　経常費用

業務費

給与及び手当 2,363,893,693

賞与 675,604,412

法定福利費 515,788,908

福利厚生費 12,842,690

退職金 515,784,071

その他人件費 96,592,192

外部委託費 84,408,350

事業用資材費 594,866,690

支払リース料 14,701,752

減価償却費 435,107,780

保守・修繕費 197,110,348

水道光熱費 142,110,637

燃料費 107,109,113

旅費交通費 58,748,029

消耗品費 11,190,034

備品費 16,907,428

支払手数料 81,949,330

売払原価 594,673,276

家畜除却費 146,929,192

家畜育成費 135,472,884

その他 111,655,158 6,913,445,967

受託業務費

雑給 25,675,036

法定福利費 2,359,342

外部委託費 8,576,403

事業用資材費 78,872,010

減価償却費 12,622,367

旅費交通費 15,365,662

消耗品費 5,771,237

通信運搬費 2,747,333

その他 42,978,305 194,967,695

一般管理費

役員報酬 38,314,300

給与及び手当 555,788,704

賞与 165,474,016

法定福利費 104,514,253

福利厚生費 2,309,942

退職金 128,820,257

その他人件費 19,279,172

外部委託費 23,703,060

支払リース料 9,167,776

賃借料 19,433,964

減価償却費 18,044,616

保守・修繕費 40,779,932

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
損  益  計  算  書



水道光熱費 23,408,253

燃料費 8,173,495

旅費交通費 23,737,590

消耗品費 16,950,392

通信運搬費 24,171,298

支払保険料 20,135,040

その他 34,380,223 1,276,586,283

財務費用（支払利息） 2,890,830

雑損 218,359

経常費用合計 8,388,109,134

Ⅱ　経常収益

運営費交付金収益 5,743,231,502

施設費収益 415,791

事業収益

売払収入 1,108,089,352

手数料収入 179,680

その他雑収入 887,363

貸付収入 15,416,543 1,124,572,938

受託収入

国及び地方公共団体受託収入 29,707,433

その他受託収入 160,044,273 189,751,706

資産見返運営費交付金戻入 1,248,906,193

固定資産見返物品受贈額戻入 19,996,079

固定資産見返承継受贈額戻入 45,416,398

財務収益（受取利息） 346,716

雑益 39,935,404

経常収益合計 8,412,572,727

経常利益 24,463,593

Ⅲ　臨時損失

固定資産除却損 723,373

固定資産売却損 20,967

災害損失 45,111,382

臨時損失合計 45,855,722

Ⅳ　臨時利益

資産見返運営費交付金戻入 476,107

固定資産見返承継受贈額戻入 1,225,354

固定資産売却益 1,730,333

受取補償金 15,779,710

過年度損益修正益 3,412,392

臨時利益合計 22,623,896

当期純利益 1,231,767

Ⅴ　前中期目標期間繰越積立金取崩額 7,922,116

当期総利益 9,153,883
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